
 
 

 

 

 

 

 

 

ふじみ野市障がい者活躍推進計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

 

ふ じ み 野 市 長 

ふ じ み 野 市 議 会 議 長 

ふじみ野市教育委員会 

ふじみ野市代表監査委員 

ふじみ野市公営企業管理者 



1 

－ 目 次 － 

 

Ⅰ 策定にあたって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

１ 策定趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

２ 策定主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

３ 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

４ 周知・公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

Ⅱ 本市における障がい者雇用等の状況・・・・・・・・・・・4 

１ 障がい者雇用率の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

２ 職場定着の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

３ 職員アンケート結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

 

Ⅲ 障がい者の活躍推進に向けた取組・・・・・・・・・・・・8 

１ 推進体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

２ 職務の選定・マッチング等・・・・・・・・・・・・・・・9 

３ 職場環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

４ 職員の採用・育成等・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 

５ 優先調達等・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

Ⅳ 数値目標・・・・・･・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

 

本計画において「障害」という用語については、法令等の名称及び法令等で定められ

ている用語等で漢字表記されている場合、固有名詞等を引用する場合等を除き、「害」
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Ⅰ 策定にあたって 

 

 

１ 策定趣旨 
 

○ 令和元年６月の障害者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体が率先し

て障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針

に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画（以下「障害者活躍推進計画」という。）」を作成することとされまし

た。 

○ 障がい者の活躍とは、「障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できるこ

と」であり、全ての障がいのある職員が活躍できるよう、ふじみ野市役所全体を

挙げて取り組んでいくことが重要です。 

○ そこで、障がいを有する方の視点に立つとともに、「ふじみ野市障がい者プラ

ン」に掲げる「障がいのある人もない人も、お互いに尊重し支え合う、やさしさ

とあたたかさに包まれた共生のまち ふじみ野」との基本理念を踏まえ、このた

び、「障がい者活躍推進計画」を策定しました。 

○ 本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに

向けて、しっかりと取り組んでまいります。 
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２ 策定主体  
 

○ 計画の策定については、各任命権者がその実情に応じ、障がい者の活躍推進の

ための取組を行う必要があることから任命権者ごとに策定するものとします。 

なお、ふじみ野市全体でこうした取組を一層推進するため、各任命権者が連名

で公表するものとします。 

 

３ 計画期間 
 

○ 令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とします。 

○ なお、計画期間内においても、毎年度、取組状況等を把握・検証し、必要に応

じて計画の見直しを行います。 

 

 

４ 周知・公表 
 

○ 策定又は改定を行った計画は、イントラネットへの掲載等により、全ての職員

に対して周知するとともに、市のホームページに掲載するなど、適切な方法で公

表します。 

 ○ また、数値目標の達成状況及び計画に掲げる取組の実施状況等についても、毎

年度、周知・公表します。 
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Ⅱ 本市における障がい者雇用等の状況 

 

１ 障がい者雇用率の状況 
 

 ○ 障害者雇用促進法では、地方公共団体の責務として、「自ら率先して障がい者

を雇用するように努めなければならない」とされ、障がい者の雇用の場の確保に

向けて、民間企業等よりも高い法定雇用率が設定されています。 

○ 本市の市長部局、教育委員会及び本市全体における、令和元年６月１日現在の

雇用率は、次のとおりとなっています。 

〔令和元年６月１日現在の雇用率〕       

任命権者 法定雇用率 
法定雇用障がい者数の 

算定基礎となる職員数 
障がい者の

数 
実雇用率 

市長部局 2.5％ 506 人 13 人 2.57％ 

教育委員会 2.5％ 98 人 3 人 3.06％ 

本市全体 2.5％ 574 人 16 人 2.79％ 
 

○ 令和元年度において、いずれの任命権者においても法定雇用率を達成しており

ますが、令和３年４月までに法定雇用率は、0.1％引き上げとなり、2.6％になる

ことから、引き続き計画的な採用等を進める必要があります。 
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２ 職場定着の状況 
    

 ○ 障がい者の活躍を推進していくためには、積極的に採用に取り組むととも

に、障がいのある職員が安心して働ける環境づくり等を通じて、職場定着を図

っていくことが重要です。 

  〔本市における障がいのある職員の職場定着の状況〕 

採用１年後の定着率1 平均勤続年数2 

１００％ ２０年１月 

    

  〔（参考）民間企業等における状況〕 

  ・ 民間企業等における採用１年後の障がい者の職場定着率3    

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 

60.8％ 68.0％ 49.3％ 

 

  ・ 民間企業等における平均勤続年数4    

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 

10 年２月 ７年５月 ３年２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  対象：「障がいのある人を対象とした職員採用選考」採用者（平成 21 年度～令和元年度採用） 
2  対象：障害者の雇用の促進等に関する法律第 40 条に基づく「障害者の任免状況の通報に係る対象

者」（令和元年６月１日現在在職者。再任用職員を除く。） 
3 「障害者の就業状況等に関する調査研究」（平成 29 年度 （独法）高齢・障害・求職者雇用支援機構障

害者職業総合センター） 
4 「平成 30 年度障害者雇用実態調査」（令和元年６月 25 日 厚生労働省） 
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３ 職員アンケート結果 
 

 ○ 障がいを有する職員の視点に立った、働きやすい職場づくりを進めるため、障

がいのある職員を対象にアンケートを実施しました。 

 

Ｑ１ あなたは、障害者活躍推進計画について知っていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ あなたは、ふじみ野市役所は働きやすい職場だと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

73%
知っている

知らない

45.4％

27.3%27.3%

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない
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Ｑ３ あなたは、ふじみ野市役所内で障害者雇用に関する理解が進んで
いると思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４ あなたは、仕事に誇りややりがいを感じていますか？ 
 

  

45.4％

27.3%27.3%

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない

54.5％45.5%

0

そう思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない そう思わない



8 

Ⅲ 障がい者の活躍推進に向けた取組 

 

１ 推進体制の整備 
 

基本的な考え方 

○ 障がい者の活躍推進に向けた取組を持続的・継続的に進めていくためには、推

進体制をしっかりと整備し、計画策定から取組の推進・見直しについて、ＰＤＣ

Ａサイクルを確立する必要があります。 

○ また、障がいのある職員や職場の管理監督者等が相談できる体制を整えるとと

もに、全ての職員の障がい理解を深めていくことが重要です。 

 

取組内容 

（１）「障害者雇用推進者」の選任 

障がい者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設等の整備そ

の他の諸条件の整備を図るため人事担当課長等を「障害者雇用推進者」として選

任し、全庁的に取組を推進します。 

（２）「障害者職業生活相談員」の配置 

障がい者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う「障害者職業生活相談員」

を選任します。 

（３） 庁内相談窓口の設置 

障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等が相談できる窓口

を人事課等に設置します。相談者の意向等を踏まえ、必要に応じて、産業医とも

連携を図ります。 

（４） 国等の機関における相談窓口の活用 

埼玉労働局に設置されている「職場適応支援者」による相談窓口等について

も、職員に周知し活用を促進します。 
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障がい理解の促進  

（１）新規採用職員向け研修 

   すべての職員の障がい理解を促進するため、新規採用職員等に対し、障がい者体

験研修等を行う。また、障がいを有する方の実際の体験談等を通して、障がいのあ

る方に対する様々な視点や配慮等を学びます。 

（２）接遇研修  

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の概要を学ぶとともに、障がい

のある方への接遇を考え、必要な配慮等を学びます。 

（３）派遣研修 

障がい理解の促進に向け、彩の国さいたま人づくり広域連合が主催する「ユニバ

ーサル接遇研修～多様な視点を学び活かす～」等の必要な研修を実施します 

 

２ 職務の選定・マッチング等 
 

基本的な考え方 

○ 障がいのある職員の活躍を推進していくためには、職員一人ひとりの障がい特

性や能力、希望等を十分把握し、総合的に検討して業務との適切なマッチングを

図っていくことが重要です。 

 

 

３ 職場環境の整備 
 

基本的な考え方 

 ○ 障がいのある職員が安心して働ける環境を整え、能力・意欲を最大限発揮して

いくためには、施設や就労支援機器、コミュニケーションツール等の整備のほ

か、管理監督者による障がい特性等の把握を通じた合理的配慮の提供を行う必要

があります。 
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４ 職員の採用・育成等 
 

基本的な考え方 

 ○ 職員の採用等を行うにあたっては、厚生労働省が示している「障害者差別禁止

指針」及び「合理的配慮指針」等を十分に踏まえて対応します。 

 ○ また、採用した後も、ＯＪＴや各種研修、人事異動等を通じて、計画的にキャ

リア形成を図っていくことが重要です。 

 

５ 優先調達等 
 

基本的な考え方 

 ○ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（以下

「優先調達推進法」という。）等を踏まえ、市で直接雇用するだけでなく、企業

等における障がい者の活躍の場の拡大に向けた取組を推進することが重要です。 

 

Ⅳ 数値目標 

 

 

項目 現状 目標（期限） 

障がい者雇用率 

2.57％〔市長部局〕 

 3.06％〔教育委員会〕 

2.79％〔本市全体〕 

（令和元年６月１日） 

2.8％【本市全体】 

（令和６年６月１日） 

※法定雇用障害者数の算定基礎とな

る職員数に要件を満たす会計年度任

用職員を算入する 

 


